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上水道料金改定表

区分 超過水量 現行料金 改定料金

第１段階 ９〜 10㎥ 20 110

第２段階 11 〜 30㎥ 120

改定なし第３段階 31 〜 100㎥ 130

第４段階 101㎥以上 140 水
道
料
金
は
何
に
使
わ
れ

て
い
る
の
？
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改
定
の
主
な
ポ
イ

ン
ト

●
基
本
料
金（
８
㎥
ま
で
）

は
据
え
置
き

●
平
成
17
年
の
料
金
改
定

で
設
定
し
た
９
〜
10
㎥
の

区
分
の
料
金
が
極
端
に
低

い
た
め
、
全
体
の
バ
ラ
ン

ス
を
考
慮
し
て
改
定

※水道料金は基本料金と超過料金の合計額に消費税５％を加算した額となります

　経営の健全化を図るため、上水道料金を 10 月使用分（11 月請求分）か

ら改定します。今回の改定は、平成 17 年の改定の際に設置した９㎥と 10
㎥の区分の水道料金が、ほかと比べて、極端に低く不均衡なため、使用水
量の各層がより公平に負担できるような料金改定としました。
　水道事業の使命は、24 時間、皆さんに安全でおいしい水を安定して供給
することです。今回の料金改定は、私たちの生活に欠かすことのできない
上水道施設を将来にわたって適性に管理・運営するために必要なものです。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。　

■問い合わせ　上下水道課　☎内線 232

口径 基本水量 現行料金 改定料金

13㎜

８㎥

800

改定なし

20㎜ 1,100

25㎜ 1,400

40㎜ 2,700

50㎜ 3,700

75㎜ 7,800

■基本料金表 ■超過料金表（１㎥につき）

ど
の
よ
う
に
料
金
が
決
め

ら
れ
た
の
？

　　

平
成
23
年
７
月
25
日
に
、
学

識
経
験
者
や
市
民
の
代
表
者
な

ど
で
構
成
さ
れ
る
小
浜
市
水
道

料
金
等
制
度
審
議
会
に
、「
上

水
道
料
金
制
度
の
見
直
し
」
に

つ
い
て
諮
問
し
ま
し
た
。
審
議

会
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、
５
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わ
た
っ
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検

討
さ
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年
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17
日
、
市
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ど
の
く
ら
い
料
金
が
上
が

る
の
？

　　

今
回
改
定
の
主
な
ポ
イ
ン
ト

は
次
の
と
お
り
で
す
。

引越のときは上下水道
課へ届出を！

　引越などで水道の使用を止める場合、届出が
必要です。事前に上下水道課に中止届を提出し
てください。届出がない場合、請求が継続され
ますのでご注意ください。

【届出時に必要なもの】

印鑑（認め印）、手数料（500 円）

【精算方法】

◆口座振替利用の人　→　１カ月後の口座振替
　　　　　　　　　　　　で精算します

◆納付書払いの人　→　届出時に転居先のご住
　　　　　　　　　　　所をお伝えください

　上のグラフで分かるように、現行料金のままでは、
前年度繰越欠損金が解消されません。料金改定によ
り、平成 24 年度から 28 年度までの間に、老朽化
した施設の更新費用など運転資金を確保します。

図２　料金改定前・後の水道事業収益的収支
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（単位：円　消費税別）

（千円）

長
へ
「
上
水
道
料
金
の
見
直
し

が
必
要
で
あ
る
」
と
答
申
さ
れ

ま
し
た
。

　

市
で
は
、
審
議
会
の
答
申
を

踏
ま
え
、
上
水
道
料
金
を
７
年

ぶ
り
に
改
定
す
る
こ
と
を
決
定

し
ま
し
た
。

今
後
ま
た
改
定
す
る
の
？

　　

今
回
の
改
定
は
、
平
成
28
年

度
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の
収
支
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ぜ
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？

　　

小
浜
市
の
水
道
事
業
は
、
昭

和
34
年
の
創
設
以
来
、
給
水
区
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の
拡
張
と
安
定
供
給
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図
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た
め
に
施
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の
拡
充
を
図
っ

て
き
ま
し
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が
、
人
口
減
少
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節
水
型
の
家
電
製
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及
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ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
入
り
の
水
の
利

用
拡
大
な
ど
生
活
ス
タ
イ
ル
の

変
化
に
よ
っ
て
、
水
の
使
用
量

経
営
状
態
な
ど
を
判
断
し
、
再

検
討
す
る
予
定
で
す
。

　

な
お
、
簡
易
水
道
は
、
各
地

区
単
位
で
事
業
を
運
営
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
地
区
に

よ
っ
て
は
、
料
金
の
改
定
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

経
営
健
全
化
に
向
け
て
…

　　

今
後
、
小
浜
市
の
水
道
事
業

健
全
化
の
た
め
に
、
徴
収
率
の

向
上
、
有
収
率
の
向
上
、
支
出

の
削
減
に
努
め
ま
す
。

は
こ
こ
数
年
低
迷
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
下
水
道
工
事
な
ど
に

伴
う
資
産
減
耗
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や
近
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の
拡

張
事
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ど
に
よ
り
減
価
償
却
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が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
前
年
度
繰
越
欠
損
（
前
年

度
以
前
の
赤
字
）
が
解
消
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

　

現
行
の
ま
ま
事
業
を
運
営
す

る
と
、
老
朽
化
し
た
施
設
の
更

新
費
用
な
ど
の
運
転
資
金
に
不

足
を
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
財
政

の
健
全
化
を
図
る
た
め
に
、
料

金
の
改
定
を
行
い
ま
す
。

資産減耗費
10.6％（15.06 円）

支払利息
14.2％（20.17 円）

その他
8.7％（12.36 円）

修繕費
5.6％（7.96 円）

動力費
5.9％（8.38 円）

人件費
5.2％（7.39 円）

検針委託料
1.5％（2.13 円）

減価償却費
48.3％（68.61 円）

図１　平成 23 年度給水原価
　　　（142.06 円）の内訳

※給水原価とは、１㎥あたりどれだけの   
　費用がかかっているかを示すものです
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【計算例】口径 13㎜で１カ月 20㎥使用した場合の新料金と現行（旧）料金の比較

　　
　新

　　
　旧

189円の値上げ

{800 円　＋　（  20 円×２㎥）　＋　（120 円× 10㎥）}　×　1.05　＝　 2,142 円／月
基本料金    　　    　　9 〜 10㎥　　　　　　　　  11 〜 20㎥                 　　　消費税　　　

（単位：円　消費税別）

{800 円　＋　（110 円×２㎥）　＋　（120 円× 10㎥）}　×　1.05　＝　 2,331 円／月
基本料金    　　    　　9 〜 10㎥　　　　　　　　  11 〜 20㎥                 　　　消費税　　 


